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労災事案を受けて、各事業者における法令遵守の徹底を前提としつつ、元請事業者にお
いても、下請事業者に対し、主として、以下の健康管理に係る取組を講じる。

２．時間外労働の短縮化の促進

４．ストレスチェックの実施の促進

現場内詰所の原則２０時閉所を徹底するとともに、各下請事業者に作業従事者の入退場記録を提
供し、労働時間の適正な把握への活用を促進

各下請事業者に対し、朝礼時に「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」（厚生労働省）等を配布するこ
とやストレスチェックの実施を促進。高ストレス判定の場合には、地域産業保健センターによる面接指
導の受診などを勧奨

１．作業従事者の健康管理体制の整備

現場内に健康支援施設（健康相談室）を設置し、看護師を常駐させるとともに、医師等を配置。

また、電話等による健康相談窓口（無料）の設置。さらに、地域産業保健センター等※の協力により、
下請事業者への健康管理等に関する講話等を実施 ※小規模事業場等に、産業保健サービスを提供する国の予算事業

３．日常的な健康管理の促進

JSCは、元請事業者より、上記の健康管理対策等の実施状況を聴取し、
2020オリパラ大会施設工事安全衛生対策協議会に報告

各下請事業者に対し、作業開始前に作業従事者の体調の確認を行い、体調不良の場合には、健康
相談室の活用等を要請

平成29年11月14日
新国立競技場整備計画再検討の
ための関係閣僚会議配布資料
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１．作業従事者の健康管理体制の整備

〇 さらに、地域産業保健センター等※の協力により、下請事業者への健康管理等に関する講話等を
実施 ※小規模事業場等に、産業保健サービスを提供する国の予算事業

・今後、適時に地域産業保健センター等と調整予定。

〇現場内に健康支援施設（健康相談室）を設置し、看護師を常駐させるとともに、医師等を配置。

・６月より、作業員の健康管理を支援することを目的として、現場内に健康支援施設（健康相談室）を設置し、
看護師を常駐
・１１月末より、医師及びカウンセラーを配置（週１～２回）

〇また、電話等による健康相談窓口（無料）の設置。

・１１月中旬に「心と体の健康相談ホットライン」（電話・メール）を開設

健康相談室
（受付、問診票・ストレスチェック等の記入場所）

健康相談室
（医師等による健康相談）
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２．時間外労働の短縮化の促進

現場内詰所の原則２０時閉所を徹底するとともに、各下請事業者に作業従事者の入退場記録を提
供し、労働時間の適正な把握への活用を促進

・５月より、現場内詰所を原則２０時閉所とし、見回りを開始（建設現場内の作業時間は原則１８時まで）

・８月より、静脈認証による通門管理システムの入退記録を各事業者に提供。当該記録を作業従事者の労
働時間の適正な把握にも活用するなど、時間外労働の短縮化に適切に取り組むよう、毎月開催の災害防
止協議会等を通じ、重ねて周知

３．日常的な健康管理の促進

各下請事業者に対し、作業開始前に作業従事者の体調の確認を行い、体調不良の場合には、健康
相談室の活用等を要請

・上記取組を継続的に実施
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４．ストレスチェックの実施の促進

各下請事業者に対し、朝礼時に「労働者
の疲労蓄積度チェックリスト」（厚生労働省）
等を配布することやストレスチェックの実施
を促進。高ストレス判定の場合には、地域
産業保健センターによる面接指導の受診な
どを勧奨

・１２月初旬に、下請事業者の安全衛生責任
者を通じて当日入場の作業従事者（約1,200
名）に「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を
配布

・その後の朝礼時に、作業員に、自己による
ストレスチェックの実施を促し、高ストレス判
定時には地域産業保健センター、健康相談
室又は電話等による健康相談窓口の活用を
勧奨
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５．その他

・１１月末の災害防止協議会において、（独）労働者健康安全機構のリーフレット（専門相談ダイヤル・産業
保健関係助成金）を下請事業者に配布

リーフレット
（専門相談ダイアル）
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６．参考（快適な環境の整備①）

女性専用休憩所

現場内詰所

タイルカーペット敷の休憩所
※各所に血圧計等設置

ストレッチや足を伸ばせる休憩所

スポット休憩所
※各所にAED・救急箱等設置

現場責任者等が使用する職長室 ※土足厳禁

※必要な見直し等を行う場合があります。
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６．参考（快適な環境の整備②）

※必要な見直し等を行う場合があります。

シャワー室・洗濯機・乾燥機ヘルメット専用洗浄機 各所にハンドドライヤー

熱中症予防（水分補給・塩飴） 熱中症予防（かき氷機・製氷機） 熱中症予防（冷房室・ミストファン）
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６．参考（全景）

平成29年12月12日撮影

南

北

東

西
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